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1.第 2(1994)年度の研究目的,計画及び活動の概要

加来 和子

研究の目的

平成 5(1993)年度から,学校教育法施行規則の改正(第73条21,22,1993年 1月28日)によって,

｢通級による指導｣の実施が制度化された｡｢通級による指導とは,言語障害,情緒障害,弱視,

難聴などの心身に比較的軽度の障害のある児童生徒が,各教科の授業の大部分は小 ･中学校の

通常の学級で受け,心身の障害に応 じた特別の指導を特別の指導の場 (通級指導教室)で受け

るという新 しい特殊教育の一形態である｡｣とされ,統合教育 (メインス トリーミング)の基礎

的な整備がなされたと言える｡ しかし,これは始まったばか りであり,普及や具体化には多 く

の課題がある｡ また,早期療育,中学や高校卒業後の進学や就職についても課題は多い｡この

点で,アメリカの全障害児教育法 (p.L.94-142,EducationforAllHandicappedChildrenAct

of1975)等の法律やその具体的な支援内容を明確にし,実情 と照らし合わせて検討 し,ノーマ

ライゼーションのリーダーとなるであろう大学及び教員養成学部における学生の意識,態度へ

の働きかけ,カリキュラムのあり方についての研究等が求められている｡

初年度は研究交流を通 して,日米の早期療育,統合教育等の特殊教育に関する文献の収集,

3年間の調査計画全体の設定等についての共通理解を得ることが中心となった｡弘前大学,チ

ネシー大学マーチン校 (以後,UTM)の双方から2人ずつ (うち1名は交換教授 ),合計 4

名の研究者が互いの大学を訪問して研究交流を行った｡討議を通 じて,アメリカの全障害児教

育法の内容やその後の法律の改正,障害児教育の対象や種類の差,個別教育計画 (IEP),

各種の専門家の関与,就学指導委員会の枠組や教員養成カリキュラムの相違などを知 り,日本

において取 り組むべき今後の課題が明らかになった｡

今年度の研究目的は,弘前大学の 2名の教官が訪米 し,早期療育,学校から仕事への トラン

ジション (移行)を中心に視察し,制度及び普及方法,具体的な指導方法についての資料収集

を行い,統合教育の実際と併せて,障害児教育 ･障害者の生活支援に関する全体像をつかむこ

とを中心とした｡テネシー州の特殊教育行政の担当者との協議,日本側教官の調査対象校や訪

問先の選定,具体的な実施方法の調整を行うことも重要である｡ また平成 5年度に行った日米

の大学,及び附属学校の教官を対象に行った障害児教育についての意識調査の結果について二

次的な分析,考察を行い､発表の仕方について検討する｡ さらに受け入れ側の健常者の意識調

査の設計を行うこと等を本年度の目的とした｡

研 究 計 画

1.日本から加来､安藤､豊嶋の三人のスタッフが姉妹校であるアメリカのテネシー大学マー

チン校を訪問 し,統合教育,早期療育,成人障害者の実情を視察 し,資料収集,協議を行う｡

2.如来はテネシー州の学校保健の統計を入手し,統合教育実施校における学校保健､安全に

かかわる教員間の役割と,保健面の教員養成カリキュラムを比較検討する｡

3,安藤は､早期療育および統合教育に関する資料収集を行うとともに､これらに関する実情

を視察する｡

4.豊嶋は試作 した調査表で国内の予備調査を実施する｡ その上でマーチン校周辺の実情に適

合した改訂を行い､日米双方で本調査を実施するための準備を行う｡

5.松下は体育における統合教育の導入に際 して,遊具の有用性に着目し,初年度の視察の成

果をまとめると共に,安全性を重視する観点から障害児の動作に関する実験計画を検討する｡

活動の概要

1.最終年度及び3年間の全体計画の確認一常に電話やファクシミリで研究計画の打ち合わせ

を行うと共に,加来､安藤の2人の教官がUTMを訪問し,関係教官と討議 し相互理解を得る

ことができた(豊嶋は疾病のため渡米をとりやめた)｡
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2.アメリカの実情視察と資料収集一弘前大学の 2教官はテネシー州マーチン市を中心とした

統合教育 (メインス トリーミング)実施校,早期療育施設,高校,成人障害者の職場や住宅な

ど合計10数箇所の学校や施設を訪問し,実情を視察 した｡早期療育ではUTMにあるセンター

の所長である共同研究者の Wenzの案内で地域の重点施設を訪問し,高校ではGregoryの仲介

で TI･anSition(トランジション)について郡や市の担当者 と話 し合った｡さらに成人の障害者の

作業所や屠住環境等の日常生活を視察することによって,アメリカの障害児教育の全体像をつ

かむことができた｡またテネシー州教育委員会を訪問し,特殊教育課の全担当者 と会合をもっ

て日米の制度や実情について相互理解を深め､資料を収集 した｡またカリフォルニア州バーク

レーの障害者自立支援センターを訪問 して,全米の動向を知ることができた｡ Mainstreaming

(メインス トリーミング)は Inclusion (インクルージョン)-,handicap (ハンディキャップ)

はdisability (デイスアビリティ)- と呼称や概念が変化 していることを確認 した｡

(テネシー州の特殊教育の視察日程) (日本時間で表示,時差14時間一夏時間)

8月28日(冒)

8月29日(月)

8月30日(火)

8月31日(水)

9月 1日(木)

9月2日(金)

9月3日(土)

9月 4日(冒)

9月 5日(月)

9月6日(火)

9月 7日(水)

9月 8日(木)

9月 9日(金)

9日10日(土)

9日11日(冒)

9月12日(月)

出発 (成田発-メンフィス着,メンフィス泊)

メンフィス市内施設見学-UTM- (車で約 2時間半)(ゲス トハウス泊)

学長マーガレット･ペリー博士 と会見｡大学内施設の見学｡

マーチンプライマリースクール,マーチンエレメンタリースクール,レイク

ロー ドエレメンタリースクール訪問｡教育学部のレセプション｡

LTTMチャイル ドケアセンター,UTMチャイル ド&ファミリーリソースセン

ター,ジャクソン市のキワニスセンター訪問

テネシー州教育委員会 (特殊教育課)訪問,会議-ナッシュビル市

ナッシュビル市内施設見学

地城の名士,UTM教官との交流

地域施設の訪問

ダイアスパーグ市立高校,ダイア郡高校,市 ･郡教育委員会の指導主事 と協議

UTMチャイル ドケアセンター,マーチン総合病院見学,UTMでスタッフ会議

メンフィス発-サンフランシスコへ移動

DREDF(DisabilityRightsEducationandDefenseFund.Inc.)訪問,資料収集

サンフランシスコ市内の施設見学

帰国 (サンノゼ発)

成田着

3.調査の実施一豊嶋は,障薯児-の態度と人間観に接近でき,かつ日米双方に適用できる尺

度として,Rushitonの愛他性尺度を選定 して,日本用に微修正を加え,障害児及び統合教育-

の関心 ･態度が異なる青年期集団に実施 し,更に Kendallの ｢統合教育に関する態度｣調査表

を併せて実施 し,関与 ･関心,愛他性,統合教育-の関連構造を分析 し,中間成績をまとめた｡

4.研究成果の発表-<学会発表>

①安藤房治,松下清子 :アメリカにおける統合教育の現状 -テネシー州の実態を中心に-,

第32回日本特殊教育学会第32回大会発表論文集,p782-783,1994年 9月16日,東京

②松下清子 :統合教育 と体育科教育,日本体育学会第45回大会号,p641,1994年10月6日,山形

@RobbieKENDALL-MELTON,KAKLTKazuko,etal.:CollaborativeResearchbetweentheUSA

(TheUniversityofTennesseeatMartin)andJapan (HirosakiUniversity)inImprovingthe

StudentswithDisabilities,XIIInternationalConferenceonNewConceptsinHignerEducation,

December6,1994,(Australia,Melbourne)

<論文> 加来和子,安藤房治,豊嶋秋彦,松下清子,RobbieKendall-Melton,BarbaI･aGregory,

SharonWenz :障害児の早期療育と統合教育に関する日米の比較研究,第 2(平成 6)年度

報告書,1995年 3月
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2.テネシー州における特殊教育 ･統合教育の現状

安藤 房治

1.アメリカにおける統合教育の展開

1975年のアメリカ全障害児教育法は ｢最大限非障害児と共に教育されること｣,｢特殊学級,

分離 した学校-の措置｣は ｢当該児童の障害の性質や程度が通常学級での教育が補助的手段や

サービスを活用 しても十分に遂行できないような場合のみに限られる｣ (Sec.612(5)(B)(20

usc1412))と規定 した｡

アメリカでは ｢障害の多様性に応 じて,完全に連続 した教育サービスが提供され｣なければ

ならないとし,特殊教育および関連サービスを受けるための連続 した環境 (continuum)が提

示されている (Lewis,R.B.,Doorlay,1983)｡

この連続 したサービスを受ける場は

次のように定義されている｡ (Sawyer, Table1.教育サービスの連続体 (continuunl)

R.J.Others,1994)

通常学級 ･･･教育の大部分を通常

の学級で受け,特殊教育と関連サービ

スは通常学級外で受けるがその時間は

1日の内21%未満の場合を言う｡

リソースルーム ････特殊教育と

関連サービスは通常学級外で受けるが,

その時間は21%から60%までである｡

分離学級 ･････特殊教育と関連

サービスは通常学級外で受けるが,そ

の時間は60%以上である｡

分離学校 ････特殊教育 と関連

サービスを障害児のための分離された

学校で受け,その時間は50%以上であ

最少の制約 ≡

通常学級

担任教師-の援助を伴 う通常学級

一部通常学級 ･一部リソースルーム

一部特殊学級 ･一部通常学級

特殊学級

特殊学校

寄宿制学校

(病院内学校)

(病院 ･治療センター)

最大の制約

( )部分は加来和子他,1994.

る｡

寄宿制学校 ････公立および私立寄宿制施設で,公費で,教育を受ける場合であるがその

時間は50%以上である｡

家庭 ･病院 ････病院や家庭で特殊教育を受けている場合｡

サービスを受ける連続 した場の内,｢病院 ･治療センター｣が ｢最 も制約 された環境｣であ

り,通常学級が ｢最 も制約の少ない環境｣であるとし,できる限 り上方の教育環境で特殊教

育 ･関連サ二ビスを受ける方向,つまり統合教育を拡大する方向で改革が進んでいる｡

2.テネシー州の特殊教育行政および特殊教育サービス

テネシー州教育庁には統括部局 (Governance)があ り,総括部局は,長官,長官補佐およ

び 6人の副長官 などで構成 されている｡ 副長官の一人は特殊教育課 (DivisionofSpecial

Education)を担当し,特殊教育課の中には,次の14分野を担当するスタッフが置かれている｡
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就学前教育および聾 ･盲/施設および妊娠生徒のためのプログラム/英才児および地方教育

計画/プログラムの承認 ･監視/職員研修プログラムディレクター/生徒評価および総合的

人材養成システム/職員研修 ･雇用基準および権利放棄/管理サービスディレクター/特殊

教育課職員弁護人/パー トHおよび早期教育/プログラムの承認 ･苦情処理/プログラムの

承認および仲裁/プログラムの選択および知事による学校援助金ディレクター/パー トHお

よび青少年育成,精神衛生 ･精神遅滞局のための学区ディレクター

テネシー州における特殊教育サービスの概要について,州教育局副長官 (特殊教育担当)

ジョセフ ･フィッシャー氏 (JosephFisher) は次のように報告 している (Dil,isionofSpecial

Education/TennesseeDepartmentofEducation.1994)｡

｢1993年12月1日現在,テネシー州はおよそ115,283人の子どもと青年にサービスを提供 し

ている｡これは,学齢人口の約14%を占めている｡ 特殊教育プログラムおよび関連サービス

を受ける者 と認定された生徒数については,合衆国の中でも,テネシー州は上位25%以内に

ランク付けされる｡ 有資格の生徒の内43%は学習障害,16.8%はスピーチ障害,8.5%は言

語障害,7.60/Oは教育可能精神遅滞である｡この 4カテゴリーが全有資格生徒の760/Oを占め

る｡

テネシーには,5,071名の教職員がお り,生徒を教育 し,サービスを提供 している｡また,

州は,151名の特殊教育の管理職を有 している｡生徒にサービスを提供するのに十分有能な

専門家の比率 も高い｡昨年,教育局は277名の権利放棄者 (不就学者)を出した｡州では適

切な資格を有する教師を確保するために長期にわた り努力 してきてお り,今後 も努力する｡｣

3.小 ･中学校等での統合教育

テネシー州には,郡市単位で139のシステム (Sさ-Stem)が設けられてお り,後述するように

このシステム内に障害児だけが就学 している特殊学校があるが,それ以外の学校においても障

害児が就学 し,個々の障害に応 じた特殊教育 と関連サービスが提供されている｡州教育庁は

｢インクルージョンによる卓越 した教育 :21世紀に｢和ナた教育ビジョン｣ という文書を地方教

育システムに発 し,通常学校内での特殊教育および関連サービスの提供のためのプログラムの

作成を促 した (Di＼,isionofSpecialEducation/TennesseeDepartmentofEducation,1994)｡

筆者は,1993年度加来,松下に引 き続 き,1994年 9月,共同研究者の一人である加来和子氏

と共に,Table2の各校を訪問し,統合教育の実際を視察 した｡

Tabte2.1994年に訪問 した学校

学校名 所在地 対象学年 児童 ･生徒数

MartinPl･imarySchool Martin Kindergal･ten11 338

MartinElenlentarySchool Mal･tin 2I5 641

LakeRoadElementaIT School UnionCity Kindergarten-8 695

D),eI･SburgHighSchool Dversburg 9-12 11272

DyerCountyHighSchool Newbern 9-12 674
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これらの学校には,学区内のほとんどの障害児が通学 し,特殊教育を受けていた｡ダイヤ-

スパーグ(D)-ersberg)市では盲学校に4人就学 した例があるが他の児童 ･生徒は市内の学校に

就学 している｡ ｢ダイヤ一 ･カウンティ高校要覧｣には,｢ダイヤ一 ･カウンティ (那)内の学

校は,人種,国籍,信仰,年齢,未婚 ･既婚,あるいは障害によって教育プログラムや雇用の

差別をしない ｣ と記述 され,これが連邦法に基づ くものであ り,違反があった場合の連絡先が

掲載 されている｡この高校は職業教育重視の高校であ り,当然障害を持った生徒 も,金属加工,

農業などの職業教育を受けていた｡

マーテ ィン初等学校 とマーティン小学校は,敷地を接 して設置されてお り,前者の対象学年

は幼椎園から第一学年であ り,後者は第二学年から第五学年である｡ 両校には,市内の該当年

齢のすべての障害児が就学 している｡ 両校には, リソース ･ルームがあ り,筆者 らが訪ねた時,

一つの教室では10人の児童が,一人の特殊教育教師 (specialEducationTeacher)の下に学習

を行ってお り (写真19),別の部屋では,一人の児童に対 して一人の教師が数の指導 を行って

い た (写真21)｡ また,別室では,二人の児童に対 して言葉の指導がなされていた (写真28)｡

一方,ある部屋では重度 (話 し言葉がなく車椅子を使用)の児童 4名が水分補給を受けていた｡

レイクロー ド小学校には,ユニオンシティ (UnionCity)市内の障害児が就学 してお り,過

常のクラスとは離れた場所に,特別学級があ り,学級には トイレ,洗面所が設置されていた｡

このクラスには重度 (話 し言葉がなく,車椅子を使用する児童二名を含む四名)児童が三人の

教師の指導を受けていた｡また,体育の授業では,通常学級の児童の集団とは数メー トルの間

隔をおいて,五名の障害児が一人の教師から指導を受けていたが,指導を受けていた課題は非

障害児が行っている課題 と同一であった (写真36)｡

4.特殊学校 ･治療センター ･寄宿制学校等での教育

連続 した教育サービスの内,分離教育の場 とされる特殊学校,治療センターや寄宿制学校等

の設置状況,教育 ･訓練内容および在籍状況に関 して以下概観する｡ 州内は,郡市単位で139

の管轄区域 (system)が設定 されている｡ 139システムの内,10システムに特殊学校 (special

School)が置かれ,特殊教育の中心校 となっている｡また,州内には248の私立初等 ･中等学

校があ り,その中には11校の特殊学校, 9校のNon-GradedのHospitalSchoolが含 まれている｡

その他,障害別に独立 した学校の概要は次の通 りである｡

1)学習障害

通学制学校 (私立) 1校｡共学｡対象年齢10-18｡

学年4-12｡ (無学年)｡学習内容 :カレッジ予備学習 ･一般的教科学習 ･読み ･数学 ･言

語 ･芸術｡在籍50名｡男31,女19｡職員14(正11,パー ト3｡専門職1,管理職2,教育職

員11)｡利用料 $5900/年間｡サマープログラム有 り｡ 創立1972年｡

2)情緒障害

私立治療施設が 6｡ 内通学制 1,寄宿制 2,両方あ り3｡ 5施設がIQ70,80以上 を対象｡

対象年齢は3施設のClinic部門で0-17.18であるが,通学部門は5-18,2-6,12-21,4-13など,

また寄 宿 部 門 は12-17,18 (3施 設) な どで あ る｡ 指 導 内容 は ほ とん どの施 設 で

"Therapy"が実施 されている｡ 5施設で教科 として,職業準備,数学,芸術,言語など

が設けられている｡
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3)精神医療 クリニック

私立の 3クリニックが設けられている｡ 対象はいずれも全年齢｡指導内容は心理療法や家

族療法などの "Therapy"である｡

4)整形外科的 ･神経学的障害

私立の 5センターが設けられている｡ すべて通学制｡対象年齢はOl6,0-21,0-22,3121｡

指導内容は,"Therapy" として,心理療法グループ療法,作業療法,言語療法など｡教

科指導 として職業準備,数学,言語,芸術などが設けられている｡

5)精神遅滞

まず,私立寄宿制が 4校ある｡ 対象年齢はそれぞれ12以上,5-50 (通学は5-22),18以上

,0-22である｡ 対象IQは35185,30-100,12-70,1169.指導内容 は "Therapy''の他に,職業

教育,現場実習,言語,数学など｡私立通学制校が 3校ある｡ 対象年齢は0-4(Cli0-18)

,5-16,全年齢,対象IQは40-75 (1校のみ)｡ さらに,州立の発達セ ンターなどが 5セ ン

ター設置 されている｡ 対象年齢は 4センターが全年齢, 1プログラムが0-5｡

6)盲および弱視

州立盲学校 1校のみ｡対象年齢4-21｡ 在籍152｡

7)聾および難聴

州立聾学校 2校,私立 1校および州立発達センター 1,治療プログラム 1｡州立聾学校の

対象年齢は4-13,4-2上私立は16-,他は全年齢である｡

8)スピーチ ･ヒアリングクリニ ック

全年齢 を対象としてクリニックが 5,3-21を対象 としたクリニックが 1｡

まとめ

テネシー州には,通常学級での特殊教育から医療サービス付 きの学校 (HospitalSchool)辛

寄宿制学校 (schoolfortheDeaf,SchoolfortheBlind) までの様々な教育の場が設けられてい

ることが分かった｡連邦の政策にしたがい,通常の学校で広範に特殊教育 (統合教育)が展開

されていることも明白となった｡特に,筆者 らが訪問 したマーティン,ユニオンシティ,ダイ

ヤ-スパーグ市およびその周辺では統合教育が主流であった｡これは, この地域 に特殊学校

(specialSchool)や盲,聾学校がないことも一因であると考えられる｡

文献

1)加来和子他 :障害児の早期療育制度 と統合教育に関する日米の比較研究 ･第 1報一 日米の

実情把握 と用語の共通理解 をはかる経過について,弘前大学教育学部教科教

育研究紀要 第19号,1994.3

2)stateDepartmentofEducation:1990-91DIRECTORYofPublicSchoolsApproved

NonpublicSpecialStateSchoolsandtheStateDepartmentofEducation

StateofTennesee.

3)TheDirectoryforExceptionalChildren,12thEdition,1990-91.PorterSargent

Publishers,INC.

4)Lewis,R.B.andDoorlay.D.H.(1983):TeachingSpecialStudentsintheMainstream

5)DivisionofSpecialEducation/TennesseeDepartmentofEducation(1994):1994

SpecialEducation/SpringUpdate.
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3.障害児の静的動作の発達

松下 清子

｢障害児の統合教育と体育指導｣を研究分担 して,テネシー大学マーチン校 との大学間協力

研究も早 2カ年が過 ぎ残すところあと1年 となってしまった｡第 2年目は,国内で障害児の身

体の動きに関するデータを収集 し,統合教育-向けての考察を試みた｡

言うまでもなく障害児にとって身体活動は,障害の種類や程度によってはその改善に役立ち,

また,日々の生活や学習のためのコンディショニングともなる｡ そして,子どもの心身の発達

に極めて大切である｡

1970年アメリカのフロスティツグは1),学習障害児や発達障害児のためのムーブメント教育

に関する ｢理論 と実際｣を公表 した｡そして,それは小林ら1,2)によって日本に紹介され,覗

在では日本の体育教育の改善に効果的役割を果たすと思われるムーブメント教育の理論と実践

プログラムの開発にまで拡張されて全国に普及しつつある｡ その中では,子どもの心身の調和

的発達のために ｢身体意識能力｣が重視されている｡

1980年アメリカのロスワルとフリスは3),軽度障害児の発育 ･発達を促すための身体活動を

考案 し研究と実践の場に普及させている｡ ここでの基本的な考え方は,自己概念を向上させる

と同時に危険を冒す行動を最大限に活用するうちに大小筋群による全身運動技術を熟練するよ

う子 どもたちを勇気づけることである｡ 本来この身体活動は,メリーランド大学のジョンソン

が1972年に考案 したのであるが,これをモデルとしてアラバマのジャクソンビル州立大学でそ

れを拡張 し,子 どもの発達のための遊戯プログラム TheChildren'sDevelopmentalPlayProg-

ram(CDPP)とした｡このプログラムの構成は,(1)小さなおもちゃや,クレヨン,ハサ ミ,ゲ

ームなどを操作する小筋肉運動の熟練 (2)マット運動,タイヤ,はしごなどによる大筋肉運動

とその熟練 (3)ボール,バ ット,フープ,輪投げなどによる目と手の協応の熟練 (4)形態認知,

方向性,空間知覚など知覚-運動系の強化などである｡

このように障害児を対象とした身体運動やその測定評価が考案されているが,これらを含め

て,ふつう身体運動の程度を調べるためには動的な (kinetic)ものが中心に測 られる｡ 私は,

それ以前に各自のもつ関節の動 きなどが日常生活行動により条件付けられてお り,動的な運動

のできばえや安全につながるものと考えた｡特にさまざまな障害により動きが制約されている

障害児に対 しては,まず個人の手足がどの程度動 くか動かせるかを知ることも必要であると考

え, 2･3の運動の属性から静的な (static)動作チェックの種 目を取 り上げてみた｡今回実

施 している静的動作チェックの種 目は,次にあげるものである｡

(1) 下肢の関節の可動性 ･柔軟性に関するもの ････正座,割座,あぐら,長座 して手を足

指につける,開脚 して床に頬ずえ,の 5種 目｡ 割座は正座の下腿部を左右に開いて尻を床につ

ける座り方である｡

12) 手指 ･足指のコントロールに関するもの ････足指の閏と閉,掌の開閉,手指をつけて

伸ばした状態から小指のみを離す,親指から順に曲げ ･のばLで 1から10まで数える,の 5種

目｡これらは,両足や両手同時に行なうものとする｡

｢3) 腹筋力を見るものとして ････仰臥位で下肢の垂直保持10秒間,両手は斜め後の床につ

け下肢は床から45度あげて保持10秒間の 2種 目｡
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(4) 巧敵性をともなう肩関節の可動性 ･柔軟性に関するものとして ････両手指交差上向

きによる両腕挙上,片腕肩から他腕背部からのばし双方の指 ･手が届 くか右 と左,背面合掌

(手首を起 し指先上向き)の4種 目｡

(5) 平衡性 (バランス)をみるものとして ････両腕水平前方に伸ばして睦を上げずに

しゃがむそして立つ,手を後に回して反対側の足を持って10秒開閉眼で (時に開眼)立つこと

を右足 と左足,の 3種類｡

(6) 体軸の回旋性に関して ････壁タッチの 1種類｡これは,壁から一足長前方に壁に背

を向け両掌を肩幅 ･外側に向けて立ち,体軸を回して掌を壁にタッチする｡ 右回旋 ･左回旋と

もにできること｡

以上20種 目の動作について,できれば 1,うまくいかなければ0を記録 し, 1の数を得点と

する｡

本報告は,弘前市内の公立養護学校の児童 ･生徒の調査結果である｡ 対象は,小学部 27名

中学部31名,高等部27名の合計85名で,障害の程度別では,軽度のもの15名,中度のもの58名,

重度のもの12名である｡

表.各静的動作種目につき公立養護学校児童 ･生徒のうちできた人数と%.

表は,各静的動作種 目に対 し

てできた人数と%を校種別に示

したものである｡ 正座とあぐら

は殆 どの子どもができるが,膝

と股関節にかかわる割座では減

少する｡ 柔軟性をみることので

きる長座指タッチや開脚頬ずえ

ではさらに減少 している｡ 足の

指は,意図的に開 く方が指を折

り曲げて閉じるより難 しいよう

である｡ 掌の開閉は小から中と

増え高等部で全員できることと

なり,発達とともにまた教育成

果も加わってか機能が完成 して

くることの一つの特徴を示 して

いる｡ 小指だけ分離させること

辛,両指で数を数えていくこと

は,知能と巧敵性が求められ,

小学部 中学部 高等部

全 体n=27 n=31 n=2

7 Ⅳ=85種 目 人数 % 人

数 % 人数 % 人数 %正 座 25 92.6 30 96.

8 26 96.3 81 95.3割 座 24 88.9
20 64.5 22 81.5 66 77.6あ<.ら 26 9

6.3 29 93.5 26 96.3 81 95.3長座指タッチ 11 40.7 12 38.7 13 48.1 36 42

.4開脚頬づえ 5 18.5 6 19.4 1 3.

7 12 14.1足指 開 2 7.4 4 12.9 8
29.6 14 16.5閉 14 51.9 20 64.5

25 92.6 59 69.4掌 開閉 21 77.8 28 9

0.3 27 100.0 76 89.4小指分離 5 18

.5 12 38.7 14 51.9 31 36.5指数え 3 11.1 13 41.9 21 77.8 37 43.5

仰臥脚挙げ 15 55.6 15 48.4 25 92.6
55 64.7V字 9 33.3 7 22.6 3 11.1

19 22.4両腕挙上 9 34.6 22 71.0

27 100.0 58 69.0右手右肩 3 11.1 10

32.3 10 37.0 23 27.1左手左肩 3 11.1
6 19.4 5 18.5 14 16.5背面合掌 5 18.5 13 41.9 13 48.1 31 36.5

しゃがむ 13 50.0 15 48.4 24 88.9

52 61.9右手後左足 2 7.7 3 9.7 9 3

3.3 14 16.7左手後右足 2 7.7 4 12,9 7 25.9 13 1

5.5壁 タッチ 7 26.9 24 80.0 26 96.3 57 68.7教育効

果と比例 してできる人数が増加 しているものと考えられる｡ 仰臥位で両脚を垂直に上げること

は簡単にできそうに思えるが,腹筋が しっか りしていないとなかなか直角にならず,お尻をか

なり浮かせて脚を持ち上げることになる｡さらに,10秒間保持するとなると結構難 しいよ

うである｡ 手を後の床について支えとし両脚を床から45度に保持することは,もっと腹筋力が顕著に示さ



る｡ 後側で反対側の足を持っての片足立ちでは,障害児はバランス感覚が悪いということから,

本来,閉眼で行なうことになっているものを開眼で行なってよいことにした｡ふつう行なわれ

ている片足立ちより若干動作が複雑であるためか小学 ･中学部では特にできが悪 くなっている｡

壁タッチは,足を動かさないで体を回すということの知的理解が必要で,幼稚園児で先に先生

がやって見せても,自分でやるときは歩いて向きを変えてしまう子 どもがいたことを考え合わ

せると,高等部でほぼ員できることは,知的学習成果のひとつの現れと考えられる｡

･~~-㌔

男

チ
＼J

(
女

子

)

(
男

女

計

)

相対度数 (%)

70.転 ] 忘 ] [ 哀 7…忘 ]

∴ = 二 二 二

二 二 二 二_ 二 二
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図.公立養護学校児童 ･生徒に対する静的動作チェックの得点分布 (20点満点)

図のヒス トグラムは,得点分布を示 している｡ 小 ･中 ･高等部- と高得点へ得点分布の移動

傾向が認められるが,これはここに取 り上げた20種 目の静的動作からみても養護学校教育の意

義を知ることができる｡ この図によると,全体の分布から小学部では 3- 5点のところがピー

クで約38%であ り,中学部では 9-10点の方-移動 し,高等部になるとそのピークは12-14点

とな り約53%となっている｡ 因みに,弘前大学女子学生120名の得点分布では,13･14点が

2.5%,15-17点が26.7%,18-20%が70.8%となっている｡

得点の平均値 と標準偏差では,小学部が 7.6と3.77,中学部は 9.5と4.32,高等部は12.3と

2.43となって,上級にいく程できる動作の数が増え,ばらつきは高等部で一番小さくなってい

る｡

身体活動は,ただ汗を流 して新陳代謝を盛んにし生理的快感を味わうのみでなく,日常生活

のためのスタミナの基である筋持久力や全身持久力を高めるのに大切である｡ 障害児は,健常

児より身体活動-の制約を多 く持っている｡ それでも発育発達のエネルギーと適切な教育によ

り,素朴な手足の動 きなども発達 していくことが,今回の調査で知ることができた｡

文 献

(1)マリアンヌ･フロスティツグ著,肥田野 直,茂木茂人,小林芳文訳 :ムーブメント教育一理論 と

実際一 日本文化科学社 1978.

(2) 小林芳文,是枝喜代治 :子どものためのムーブメント教育プログラム ････新 しい体育-の挑

戦 大修館書店 1993.

(3) Roswal.Glenn & Frith Greg H.:The Children's DevelopmentalPlay Program:PhvsicalActivity

DesignedtoFacilitatetheGrowthandDe＼,elopmentofMildlyHandicapped, Children.Educationand

TrainingoftheMentallyRetarded,NationalEducationAssociation,CouncilforExceptionalChildren,

Di＼-isiononMentalRetardation.Vol.15 pp.32213241980.
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4.テネシー州の早期療育 ･トランジット制度と現状についての考察

加 来 和 子

早期療育

1.発展の経過-アメリカの公的な早期療育の開始は1975年の全障害児教育法 (Educationfor

AllHandicappedChildrenAct)で規定 されてからである｡ 1975年の対象は 3- 5才の就学前児

(pre-schoolers)であった｡1986年の全障害児教育修正法 (p.L.99-457)によって,対象は

全年齢の障害児に拡大 され,誕生 (0才)から6歳までの障害児,及び障害をもつ危険性のあ

る子 どもと,その家族に対する働 きかけが含められた｡そ して障害をもつ乳児 (infants)や幼

児 (toddlers)-の特殊教育が奨励 された｡また 3才からの就学前教育をうける障害児につい

ても,できるだけ健常児 と共に教育されることを要求 している｡ この中の規定には,まず,乳

児や幼児の障害に対する地域社会-の啓発,障害の早期発見,家族-のサービス (IFSPs)等,

また, 3- 5才の就学前児に対する診断,判定,個別教育計画 (IEP),関連サービスの提供

等がある｡ 全障害児教育修正法 (p.L.99-457)のパー トHには,早期療育を行 う際にとるべ き

手続 きや必要条件が示 されてお り, これ らの必要条件は "手続 き上の保護条項 (procedural

safeguards)" と呼ばれていて,子 どもと家族の権利 を早期療育を受けている期間中保護する

ためのものである｡ "手続 き上の保護条項"は次の通 りである｡ - ｢･両親 との適切なコミュ

ニケーション, ･両親の同意を得るためのステップ, ･問題解決のための公平な手続 き, ･両

親が子 どものファイルを見る権利, ･差別のないテス トの実施, ･早期療育サービスにおける

変更についての適切な通知｣

テネ′シー州では,州全体で1992年 7月から,誕生から2才までの該当する子 どもに早期療育

を行 うことになった｡この最初の数カ月の間に,2500人以上の子 どもが病院,個人開業医,両

親,デイケアプログラム,地域学区,州の行政諸部門や個人等から照会 された｡その中 775人

が審査後 に早期療育 を受けることが決定 した｡ また州法 と1990年の (改正)障害児教育法

(IndividualswithDisabilitiesEducationAct(IDEA),P.L.10ト476)によって,無償で適切な公

教育の権利が 3才児にまで広げられ,1991年 7月 1日から,すべての障害をもつ3才児が地域

の公立学校で特殊教育及び関連サービスを受けられることになった｡

一般に,早期療育では主に0-2才児を中心に,6才までの年齢層を対象にしている｡ 障

害児は健常児が 5才から学校 (幼椎園)に行 くのに対 して 3才から学校に行 くが, 3-5才の

間では選択ができて,子 ども発達センターなどの地域の療育施設に行 くこともできる｡

2.テネシー州の早期療育-州教育委員会の 『特殊教育の手引 き｣] 1)の概要は以下の通 りであ

る｡

1)地域社会の啓発 (cmmunityAwareness)と子 どもの発見 (child-Find)のための活動の展開

障害児を確定することが特殊教育を行うための第一段階である｡ 各学区の教育委員会は法律

で就学前の障害児の発見を行うこととされている｡ 重症の障害児は医療機関で把握することが

できる｡ 問題は両親が早期療育の必要性や有効性を理解 していないために,気付かず発見 しが

たい子 ども(hard-to-reachchildren)を兄いだすことにある｡ そのためには,地域社会全体で

取 り組む必要があるために,教育委員会が調整役を務め,州や地域の諸機関 (福祉課,精神衛

生 ･精神遅滞課,保健課等),及び専門及び関心のあるグループ等 (デイケアセンター,ヘ ッ

ドスター トプログラム,テネシー早期療育システム)の組織間協力体制をつ くり,活動に参加

してもらうことが重要である｡

地域社会の啓発には,ラジオ,テレビ,新聞,ポスター,パ ンフレット,映画やテープ等を

用い,また,啓発キャンペーンには記者会見,広報局の利用等,また専門機関等での説明や,

教会,両親及び両親グループとの連絡など,さまざまな方法が利用されている｡

2)学区全体でのスクリーニング実施のために連携が必要な団体一次のとお りである｡
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1.テネシー州早期療育システム (TennesseeEarlyInterventionSystenl)

2.州内の保健衛生課 (publlCHealthDepartments)

3.州内の福祉課 (DepartmentofHunlanServices)

4.州内の精神衛生 ･精神遅滞担当機関 (MentalHealth/MentalRetardationServices)

5.ヘッドスター トプログラム (HeadStartPrograms)

6.子ども発達センター (ChlldDevelopmentCenters)･･･写真 9-17参照

7.デイケアセンター (DayCareCenters)-写真 3-5参照

8.乳児発育促進プログラム (InfantStimulationPrograms)･-写真6-8参照

3.テネシー州の早期療育制度の概要

TEIS2)･･･1986年の全障害児教育修正法 (p.L99-457)の成立後,1987年に機関相互調整委員会

ができ,行政的な組織が整った｡TEISの構成要素は,照会(Referrals),受け入れ(Intake),個

別家族事業計画 (IFSPs),事業 (service)の 4つである｡TEISは障害をもつ乳幼児をできる

限り発達させるために両親や専門家と共に活動する組織である｡TEISでは,照会後,受け入

れを決定 し,事業の担当者 と家族で事業が適確かどうか話 し合う｡次に他の専門家も含めて両

親,担当者が会合をもち,子どもや家族のニーズ,当面あるいは長期の目標,事業の在 り方を

含めた IFSPs(個別家族事業計画)を作成し,事業を行うのである｡

図 1はTEISの中央事務所とテネシー州にある95の群 (county)を9つの計画区域に分けた州

全体のネットワークを示 したものである｡ウイークリー(Weakley)群にあるUTMには第 7区

(#7)の北西テネシー区域の事務所があり,共同研究者の SharonWenzはその所長を務め

ていると共に,UTM乳児発育促進プログラム(InrantStimulationProgram)についても,UT

Mチャイル ド&ファミリーリソースセンター (写真 6-8)において進めている｡

その他,TREDS (TennesseeOutreachProjectforChildrenandYouthwithDualSensory

lmpairments)という,視力と聴力の 2つの障害をもつ 0-21才までの子どもを対象にしたもの

で,特に乳幼児の視力 ･聴力障害の発見を確実なものにすることを目的にしているプログラム

辛,STEPs(SequencedTransitiontoEducationinthePub)icSchools)という,早期療育から

就学前教育,就学前教育から学校教育への トランジション (移行)に関する活動計画があり,

職員に対 して訓練や技術上の援助を行う等の活動が進められている｡

-

. ､∵ ･ ∴ ■し､

-i.:;､､ I:･･= i-､ ∴':L､.--

図 1 TEIS(Tennessee'sEarlyJnterventionSystem)のネットワーク
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トランジション (移行)

トランジションの中でも学校から仕事への トランジションは次のように定義されている｡

｢後期中等教育,職業訓練,健常者との統合雇用 (支援雇用を含む),教育の継続 と成人教育,

成人のための様々な事業,独立生計,地域参加を含み,学校から卒業 した後の諸活動を促進す

るための,社会参加を指向した過程 (outcome-orientedprocess)の中から計画された,生徒に

対する一連の調整された諸活動のことである｡ それらの諸活動は生徒の好みや興味を考慮 し,

それぞれの生徒のニーズに基づいたものとする｡ また学習や地域経験,雇用の促進,他の卒業

後の成人の生活目標や,適切なら日常生活技能や実際的な職業評価が得られるようなものを含

むものとする｡ (P.L.101-476)｣｡

学校から仕事-の トランジションは,1990年の (改正)障害児教育法 (IndividualswithDis-

abilitiesEducationAct(IDEA,P.L.101-476))によって16才以上の障害児を対象に行われるこ

とになった｡

筆者が共同研究者のGregoryの案内で安藤と共に訪問したダイアスパーグ市立高校では,法

律では16才からとなっているが,14才からトランジションの個別教育計画 (IEP)を書 き始め

ているということであった｡ 実際カリフォルニア州の トランジションのパンフレット3ノでは,

｢トランジションは14才から始まる｣と,早めに進路について考えるように呼びかけている｡

さてダイアスパーグ高校では,特殊教育を受けている生徒たちが16才までにコースを決めるた

めに,ワークショップ,職業学校での学習,地域での職業実習などを行っているということで

ある｡ 諮問委員会 (企業の担当者,福祉課職員,医療関係者等から構成)が助言や調整をした

り,企業から生徒に要求される能力や教育の在 り方等について話 し合うということである｡ 大

学入学にはACT,職業適性にはKEYSというテス トが行われる｡特殊教育の生徒はIEP実力

テス トに合格すれば卒業できるが,これに受からない場合は2段階の別のテス トがあるという

ことである｡ もう 1つの訪問校であるダイア-郡高校では, トランジションのために,

"makingithappen(やってみよう)"プログラムを行っているが,12年生が15-18人だけ受け

られるという職業実習で, 6週間で 150時間の実習を行い,連邦政府の雇用担当者による審査

を受けるというものである｡ この中には企業から求められるインタビューの能力をつける等の

内容が含まれているということである｡ 障害の重い生徒は自立のために基礎的生活能力をつけ

ることを目標にしているということであった (写真40-47参照)｡

日本の課題

日本の早期療育は,1947年に制定された児童福祉法によって,児童相談所が設置され,保健

所が健康診査等を行うことを決めたところから始まる｡ 現在,保健所や市町村保健センターで

行う乳幼児健康診査の制度化や,体制や法的整備により早期療育の機会は着実に前進 してきた｡

現在の課題は,地域におけるさまざまな機関のネットワークの構築と,障害児一人一人に対す

る対応の質的な充実にあると言われている｡ この点で,テネシー州等における取 り組みを学ぶ

必要がある｡ また トランジション (移行)の中でも大学への障害者の受け入れ体制にはUTM

の例をみても日本の現状 とは大きな開きがあった｡このギャップについて一層の研究の必要性

を認識 した｡

参考文献

1) TennesseeStateDepartmentofEducation,Di､,isionofSpecialEducation:SpecialEducation

Manual1993

2) TEIS:"ComingintoFocus"AnnualReport1992-1993,1993

3) TransitionServicesandWorkAbilityspecialEducationDivision,CaliforniaDepartmentof

Education:Transition
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5.統合教育に関する教育学部学生の意識構造
- ｢障害児体験｣お よび愛他性 との関係-

豊嶋 秋彦

1.問題と基本的枠組

本研究プロジェクトの下位課題である ｢健常児 (者)および教師の障害児イメージと人間観

の比較研究｣のために,日本人の統合教育への態度と ｢障害児体験｣及び人間観の関係構造を

質問紙法によって捉えることがこの稿の目的である｡ ここで ｢障害児体験｣とは,狭義には障

害児 とのかかわ り体験 と障害児教育への接触体験 を指す造語であるが,広義には,Rogers

(1957)などの 『人間性』心理学で言う,"障害児に限らず何らかの困難を抱える人の可能性

に対する確信と,共感 ･承認を軸に他者と関わる態度が,教育や人間関係に必須である"とい

う認知をもたらすような,『人間性』教育への接触体験をも包含させてお く｡ かかる ｢障害児

体験｣は統合教育-の態度や人間観をも,ポジティブなものに変容させるであろう｡ 他方,人

間観 も統合教育-の態度も,パーソナリティ要因との間で相互規定的関係をもっことも予想で

き,このプロジェクトのUTMチームは,パーソナリティ要因として自己効力 (self-efficacy)

に注目し,それと統合教育に関する態度や知識 ･スキルの自己評価との関係を分析 しようとし

ている (Kendalletal.1993,豊嶋ほか 1994)｡即ち,｢統合教育に関する意識構造｣の研究

にさいしては,統合教育-の態度そのものの記述分析とともに,｢障害児体験｣,人間観,パー

ソナリティ要因等と統合教育への態度との関係を探ることが必要になるのである｡

しかし自己効力は,DeMoulin (1993)のモデルに見るように知識 ･スキルとの関連は想定

でさても,障害児との関わりやイメージ,人間観との関連は相対的に弱い と考えられる｡ 従っ

て対人的関わり･イメージそのものに,もっと関連すると予測されるパーソナリティ要因をお

さえておくことが望ましい ｡ そこで本稿は愛他性 (altruism)に注目する｡ 愛他性 (あるいは,

愛他行動)とは,向社会行動 (コス トないしは自己犠牲を要するのに,報酬を期待せずに自発

的にとられる他者援助の行動性)の一種であって (菊池 1988),愛他性研究をレビューした

Rushtonetal.(1981)は愛他性が養護欲求,共感性,道徳的判断力,社会的責任感などと相

関することを見出している｡ そしてこの愛他性について,高野 (1981)は "愛他性の育成が学

校教育 (特に道徳教育)の主目的であるのに我が国ではその育成に失敗 しているがために,児

童生徒の対人的問題や学校の諸問題が生 じている"との見解を提出している｡ こうして ｢障害

児体験｣,愛他性,統合教育への態度を問う調査が構想されたのである｡

ところが,我が国において健常児 (者)を対象に統合教育への態度を捉えようとするとき,

教育場面でも生活場面でも健常者と障害者が関わりあう機会に乏しい "分離主義"の制度文化

が支配的なために,画一的 ･観念的な反応 しかえられない危険があり,それは弘前大学教官に

対する Kendallらの調査へのコメントで既に指摘 したところである (豊嶋ほか 1994)｡この

難点を越えるために,教育への関心が相対的に強いはずの教育学部学生を対象に選んだ｡

それに加えて,教育学部学生を対象としたことには実は次のような積極的意味がある｡ 小学

校教員免許取得希望者の必修科 目である ｢生徒指導 Ⅰ ｣ の平成 5年度受講生に対 して,本学国

際交流委員会主催のKendall講演 (Kendall1993:以下,講演 と略記)への参加を求めた｡この

講演はインパクトのあるデモンス トレーションを含み,有力な ｢障害児体験｣として機能しえ

た｡しかも ｢生徒指導 Ⅰ｣の受講者の過半は,翌年度に引き続いて ｢生徒指導Ⅲ｣も受講する｡
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そしてこの二つの科 目は,一貫 して 『人間性』心理学を主調に展開されている｡従って二つの

科 目を受講 した学生に調査 (調査 Ⅰ:有効資料数 N=114)を行って,講演参加者 (A群 :

N-95)と非参加者 (B群 :N=19)との反応差を調べることによって講演効果が抽出でき,ま

た,平成 6年度の ｢生徒指導 Ⅰ｣ -の登録者 (C群)を対象に講義展開の序盤時点で調査 (調

査 Ⅲ :N-207)を実施すれば,平成 5年度生 との反応差から 『人間性』教育への接触体験

(広義の ｢障害児体験｣)の効果が抽出できるであろう｡以下はかかる調査デザインでえられ

たデータに,統合教育-の態度を中心 とする基礎的な分析を行った概報であり,より詳細な分

析と考察は他の機会に別報される｡

表1.統合教育への意見項目 (Kendal l ,R.M.&DeMoulin,D.F.1993を,解説も一部加味して翻訳)

No. [項目略称]

1.[自立法の早期修得]

2.[個別的授業計画を]

3.[一緒に教育すべき]

4.[障害児に不快]*

5.[交流機会の増大]

6.[障害児の依存性]*
7.[健常児の受容力]

8.[教師に重荷]*
9.[現職研修の必要性]

10.[障害児の低学力]*
ll.[教師の裁量権]

12.[健常児に不快]*
13.[特殊教育知識の必要性]

14.[仕事の負担増]*

15.[教師の態度の重要性]

16,[低い対人的対抗力]*

17.[英才児とでも統合可]

18.[クラスの勉強を阻害]*

19.[プログラムにより普通学級で]

20.[授業時間が奪われる]*

21.[統合教育が理想]

22.[学習進度不適応感]*

23.[公立なら普通学級で]

24.[しつけ訓練業務増大]*

25.[適応援助の必要性]

26.[特別活動･芸体授業に支障]*

27.[うけいれたら責任を]

28.[障害児の疎外感]*

29.[成人期の交流を促進]

30.[軽度でも特殊学校に]*

31.[親の裁量権]

32.[仕事遂行力に難]*

設 問

障害児はできるだけ早 く社会的に自立する方法を学ぶべきだ

教師は障害児に対 しては個別的な授業計画を作るべ きだ

障害児は健常児といっしょに教育されるべきだ

統合教育を受けている障害児は,健常児からからかわれたり,不愉快な思いをさせられると

思う

統合教育は,障害児と健常児とが互いにかかわりあう機会を増やすだろう

障害児は概 して依存的である

健常児は概 して障害児を受け容れてくれるだろう

障害児に普通学校の教育を受けさせると教職員には重荷になる

障害児の理解と指導には,現職研修が必要である

健常児はふつう,障害児よりも学業成績が良い

障害児の入級については,まずそのクラスの教師の意見をきくべきだ

障害児と同じクラスになると健常児は不安や不快を感 じるだろう

特殊教育についての訓練や教育を受けていないと,教師は障害児をうまく教えることができ

ない

障害児がいると教師の書類作成 (ペーパーワーク)や仕事の負担が大変増える

障害児がクラスに適応できるかどうかは,教師の態度によって左右される

障害児は健常児にからかわれたZ).身体的ないじめにあっても,自分を守ることができない

生まれつき優秀な子 (英才児)と普通の子と障害児とが同じクラスにいても,障害児の状態

が十分に配慮された上での入級ならば,教師はうまく指導できる

障害児はクラスの勉強の進度を遅らせがちだ

軽度の障害児ならば,一人一人の状態にあった ｢個別指導プログラム｣に基づいて,できる

だけ長い時間普通学級で学ぶべきである

障害児がクラスにいると,授業時間のほとんどが彼等にとられてしまう

統合教育は,一般に望ましい教育である

障害児の状態を十分に配慮 した上で普通学級に入級させても,障害児は ｢健常児の学習進度

にはついていけない｣と感 じるだろう

公立学校は,軽度の障害児ならば普通学級に受け入れるべきだ

障害児がクラスにいると,彼等のしつけ ･訓練という新 しい仕事が増える

普通学級の教師は,統合教育を受けるために入級 してきた障害児がクラスに適応できるよう

に援助すべきである

全般に,障害児がいると遠足 ･体育 ･美術 ･クラスや学校での集会などの活動が十分に行え

なくなる

普通学級の教師は,統合教育を受けるために入級 した障害児を教えることに,責任を持つべ

きだ

障害児は,クラスの大勢の生徒の中にいると,｢つきあってもらえない ｣ といった気持ちや

｢とり残された｣という気持ちを感 じるだろう

統合教育は障害児と健常児が大人になってから良い関係を作るのに役だつだろう

軽度の障害児のためには,普通学校ではなく,特殊学校があるべきだ

障害児がどんな学校 ･学級に入るかを決めるための検討チームには,その子の親も参加すべ

きである

たいていの障害児は,社会に出て仕事をうまくやっていくことができない

｢非常に賛成｣｢賛成｣｢どちらともいえない｣｢反対｣｢非常に反対｣の5段階評定｡

*を付 した項目は逆転項目であり,｢反対｣ほど統合教育に対 して肯定的態度をもつことを示すこ
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2.質問紙の構成

｢障害児体験｣を捉える項 目は,全対象者に設問 した ｢障害児関連の講義受講歴｣ ｢身近の

障害者の有無｣ ｢障害児 (者)との関わり頻度｣ ｢障害児や障害児教育-の関心｣の4項 目,坐

徒指導 Ⅰと生徒指導 Ⅱの双方を受講 した者に設問した ｢講演参加の有無｣ ｢講演感銘度｣,｢生

徒指導 Ⅰ･Ⅱ (『人間性』心理学)講義への出席度｣ ｢講義感銘度｣の4項 目からなる｡ 統合

教育への態度は ｢統合教育に対する意見項 目｣ (Kendallら 1993)の日本版試案 (表 1)で捉

えた｡意見項 目はランダムに配列されているので現象的類似性によって整理 し,表 2の ｢項

目｣列に示 した4グループに分類を試みた｡第 1グループは統合教育に対する一般的 ･客観的

な, しかしその反面で自我関与の弱い (日常語で言うと "自分に深い関係のない,自分に遠い

ものとして眺めたときの'')賛意を問う項 目群,第 2グループは "統合教育が教師や健常児,

授業等の活動に負の影響を与える"との認知を意味する項 目群,第 3グループは,障害児の学

力やパーソナイティに対する低い評価 と統合教育そのものへの反対意見,第 4グループは,障

害児の普通学級入級についての決定権 ･裁量権に関するものである｡なおこの分類の妥当性は

3節以下の因子分析や反応差の分析によって検証されるであろう｡

愛他性は,Rushtonetal.(1981)をもとに構成された日本版愛他性尺度項 目 (菊池 1988)

から16項 目 (5件法)を選び,若干の改訂をして使用 した｡愛他性得点の最高値は80点で,高

得点ほど "自己犠牲をあまり含まない,親切 ･思いや り･慈善などの日常的行動にあらわれる

｢低い次元の愛他性｣" (天測ほか 1991,(3)蛋)に優れることを意味する｡

3.統合教育への態度の概要

｢統合教育への意見項 目｣は3.00を中間点とする5点尺度項 目であるから,平均値 (表 2の

mean列)が3.00を上回る (逆転項 目では3.00未満)場合,対象者全体が統合教育に対 して否

定的 ･拒否的態度に傾 くことを,2.50まで (逆転項 目では3.50まで)の場合は消極的賛意に留

まりがちなことを示唆する｡ 表 2の ｢全対象者｣についてこの規準で見ていくと,｢統合教育

--の一般的な賛意｣ と ｢裁量｣の全項 目は3.00規準に懸からないが,｢項 目番号 3,7｣は

2.50以上である｡ つまり自分に遠いのものとして,一般的に眺めた場合は,統合教育の意義も

理解でき賛成なのではある｡ しかし "一緒に教育すべ きだ'と積極的に主調するには至らない

のであり,そうしない理由として "教師はともか く健常児が拒否的であろう"といった,健常

児を借 りて自分の回避感情を合理化する潜在的構えがあることがほの見えてくる｡ かかる構え

は,｢教師 ･学業に- ｣ ｢負の障害児観｣においては一層明瞭である｡ これらの項 目群では15項

目中7項 目が3.00以上, 3項 目が2.50以上であって,これをまとめると "障害児は学業や対人関

係に難があ り,統合教育は教師や学級経営に負担がかかるし,障害児自身にとっても良いこと

とは言えない"というのが,対象者の平均的な意見なのである｡ 我が国における教師の多忙 さ,

学業への強迫,"分離主義"など,教育をめぐる負の制度文化がもたらす結果なのだろうか｡

4.統合教育への態度の構造

多様な設問から構成されている ｢統合教育-の意見項 目｣の潜在構造を探ることと,統合教

育への態度の総括的な代表値を得る目的で,全対象者について主因子法バリマックス回転の因

子分析を行ったところ,固有値≧1では2国子 (表 2のFl,F2)をえた｡Flは,学習能

力を中心とした障害児-の負のイメージと,おそらくはそれゆえに "統合教育が教師や学習指

導にとって阻害条件 となる"という認知とに対する反対の態度であって,要約すれば ｢学習不
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表 2.｢統合教育への態度｣の基礎データと群間比較

項 目 全 対 象 者 調査 Ⅰの対象者(B群は全項 目について＼=19

)nmeansD 】 FI F2因子負荷量 A:講演参加者nmeanSD B;非参加者 ＼ 因子負荷量meansD ABf1 ABf2

ABf3秩′ヽ 1.日立法の早期修得 3212.32.79 +.41-.30 十.48 952.19.82 2.58.84 -.

30-.57 .312.個別的授業計画を 3211.99.81 951.87.74 1.89.74

.47-.45∴37 -.693.一緒に教育すべ き 3212.68.77

952.60.69 2.79.7119.プログラムにより普通学級で 3211.79.73 十 .

62 951.73.75 2.05.71 -.5121.統合教育が理想 3212.04.7

5 十 .66 951.99.66 2.32.75 -.77仁:コ教 23.公立なら普通学級で 32

12.04.70 +.62 951.99.72 2.26.73 -.74コヒく目一一＼ 5.交流機会

の増大 3211.81.67 十 .54 951.78.67 1.74.65 -.39の 29.成人期の交流を促進 3181.75.75 +.65 921.58.71 1.95.78

∴ 57般 7.健常児の受容力 3212.93.76 +.37 953.00.80 3.00.8

2 .38的な 9.現職研修の必要性 3211.62.79 十.53+.30

951.60.80 1.26.45賛土日 13.特殊教育知識が必要 3212.20.8

8 952,19.99 2.16.60ノtiIヽ 15.教師の態度の重要性 32

11.93.84 951.80.79 1.68.5825.適応援助の必要性 3191.52.63

+.53 931.42.61 1.53.5117.英才児 とでも統合可 32

12.38.84 +.37 952.28.87 2.37.60 十 .4627.うけいれたら責任を

3191.70.65 931.75.69 1.68.63教 8.教師に重荷* 3202.

65.91 十 .50 952.57.94 2.16.83 -.40 +.3714.仕事の

負担増* 3212.66.84 十.46 952.51.84 2.681.16 .49柿

24.しつけ訓練業務増大 * 3212.70.88 +.44 952.731.03 2.95.91 -.55学 20.授業時間が奪われる* 3213.51.81 十 .46 953.58.83 3.32.7

5 ∴37級に 18.クラスの勉強を阻害* 3213.20.82 +.62

953.24.90 3.21.63 .641 _.3726.特活 .芸体授業を阻害* 3193.59.84 十.32 933.73.90 3.42.8412.健常児に不快* 3203.15.85 +.52

943.16.90 2.89.66負 4.障害児に不快* 3212.63.89 十 .

31 -.363.24 952.56.90 2.56.69 +.353.16

-.42 ∴346.障害児の依存性* 3213.19.82 953.28.72 3.05.91

10.障害児の低学力* 3213.00.91 +.42 953.00.97 2.90.8116.低い対人的対抗力

* 3212.78.92 +.37 952.74.94 2.58.61の障 22.学習進度不適応感* 3212.89.75 +.53 952.88.80 2.74.6

5 ∴48害旧′し 28.障害児の疎外感* 3192.87.78 +.43

932.94.83 2.89.57 ∴39-2.99観 32.仕事遂行力に難* 3193.80.84 十 .33 933

.80.77 3.58.9030.軽度でも特殊学校に* 3193.47.82 9

33.49.87 3.42.90ll.教師の裁量権 3202.18.84 +.35 942.12.77 2.ll.66

31.親の



C:調査 Ⅲの対象者 (N=207) 群間比較(t-test)

mean SD 因子負荷量Cfl Cf2 Cf3 A:BA:C

B二C2.35.76 .43 +.30 (

+)(+), +2.06.842.71.811.80.72 .52-.65

F 巨 )(+)2.03

.78 -.68 (+)2.04.69

-.65 j 十 十I1.83

.671.81.76 仁 58ト .602,89.731.66.803.16.852.

00.88 -.48ト 33 (+)1.57.642.42.851.68.63

-.50∴42il (+)2.

74.89 I -.49 -.35 (+)2.73.802.66.813.49.813.18.803.54.813.16.85 -.50.44-.58-.64-.31-.47 I

+T L.,2.66.90 +.32 ∴43-.33 -.44

】3,16.853.00.892.82.93 】l -.57-.582.

90.742.83.773.82.863.46.79

-.38 -.48-.332.21.881.66.80 -.3

7 【r3.4810 .9 3.2110.0 1.544.8 JA

･ ｢群間比較｣列･--十は ｢障害児体験｣

(講演参加,講義受請)がある群の方が統合教育に対 して, よi)肯定的な態度を

もつことを示す｡-

はより否定的態度をもつ｡･空欄 は p>0.10,し+)p≦0.10, +,-

p≦0.05,- p≦0.01

. - 25- 適応 ･重荷性の否認｣の因子と

解釈できる｡ F2は明らかに ｢統合教育

-の理念的 ･一般的賛意｣の因子である

｡但し累積寄与率は20.9%に過ぎないから,｢意見項 目｣は相互独立的であり,

かつ,少なくとも本稿の対象者の場合,

Kendallら (1993)が想定 していない,

もっと基本的な意見項目があることが示

唆された｡しかし一応ここではこの2因

子の因子得点が総括的な代表値であると見

倣す｡なお調査 ⅠおよびⅡの対象者 (A+B

群およびC群)について独立に因

子分析を施したところ,A+B群でもC群でも

第 1因子 (ABfl,Cfl) は全対象者

のF2にほ ぼ対 応 し, 両 群 の 第 2因子

(ABf2,Cf2) はFlに対応 して

いるから,教育学部学部学生に関しては

,｢学習不適応 ･重荷性の否認｣と ｢

統合教育への理念的 ･一般的賛意｣とい

う2つの因子は統合教育-の態度を規定する共

通要因であるといえよう｡ その一方で,

両群間で第 2因子は微妙に違

っており,第3因子 (ABf3,Cf3)

は明らかに異なる内容となっているが,この点は両

群の反応差を調べる次節で論

じる｡5.｢障害児体験｣と統合教育

への態度-Kendall講演,

『人間性』教育-の接触体験の効果を

めぐって-A～C群の群間反応差から

,講演効果と ｢『人間性』教育への接触体

験｣効果を探る｡ 個々の ｢統合教育-

の意見項目｣での比較結果は表 2の ｢群

間比較｣列に,｢意見項 目｣についての因子

得点の比較結果は表 3にそれぞれ掲げ

た｡まずAB間とAC間で同方向の差が

検知できた ｢1.日立法の早期習得｣ ｢

29.成人記の交流を促進｣は,講演効果が



的賛意｣ も講演効果によると示唆される｡ つまり講演参加 という ｢障害児体験｣は,"社会的

自立をも射程にいれて,個別指導プログラムのもとで普通学級に受け入れることによって,成

人になってからの障害者一健常者間交流 も促進されるし,理念的にも良いことである"といっ

た認知を強めたのである｡ しかもA群は ｢8.教師に重荷｣でB群に比べて反対の態度を,｢14.

仕事の負担増｣でC群に比べて反対の態度をとっているから,講演参加は =教師にとって重

荷"との認知を弱めたと言えよう｡

次にAC間とBC間で同方向の差が認められた ｢15.教師の態度の重要性｣では,｢『人間

性』教育への接触体験｣の効果があったと見てよい｡受容と共感の意義を繰 り返 し強調 した二

つの講義を受講した学生が,障害児の学級適応に対する教師の態度の機能を重視するようにな

るのは,充分に首肯できるところである｡

AC間のみで差がある項 目の場合は,講演効果 と ｢『人間性』教育-の接触体験｣効果の重

合によるか,それとも主に 『人間性』教育効果を反映するものかは決め難いが,いずれにせよ

『人間性』教育効果が多少なりとも現れたものと解される｡このカテゴリーに属する意見項 目

は項 目番号 ｢2,25,14,26｣であ り,また ｢F2 :一般的理念的賛意｣ もこれに属する｡ "障害

児に個別的授業計画を作成 し適応援助をすることを通 して,統合教育における特活 ･芸体授業

も円滑に展開可能だし,統合教育は理念的に望ましく,教師の負担 もさほどではない"といっ

た認知が作 られたのであろう｡

さて各群の特質を知る

には,項 目の反応値や因

子得点といった変数レベ

ルでの反応差を拾 う方法

以外に,群ごとの因子の

違いに着目し,潜在構造

空間の差異を推定するこ

ともできる｡これは従来

あまり行われていないが,

筆者 の一連の ｢大学生

学｣研究は,特に仮説探

索的分析でこの方法が有

益な知見をもたらすこと

表 3.｢統合教育への意見項目｣の因子得点比較

A群 (N-90)LB群 (N=19)meansD !meanSD C群 (N=207)meanSD 群間比較A:BA

:C全 F l -.06.90 -.22.71 .05

.91 亘十体 F2 -.15.86 .20.8

8 .05.92A ABf1 -.08.8

7 ト .39.99 / + /+ AB f

2 .00.92 .00 .75 / /B

ABf3 .02.92 -.09.68 / /*｢群間比較｣列･--十は ｢障害児体験｣(講演参加

,講義受講)がある群の方が統合教育により肯定的｡-は逆｡空欄はp>0.10,

(+)p≦0.10,+-ーp≦0.05. B:Cは差なし｡を示 してきた (例えば豊嶋ほか 1

984,1987)｡ そこでA+B群 (Bが少数なのでAと一括)とC群 について因子の違いを調べると,第 2因子 (ABf2,Cf2)が

微妙 に異な り,第 3国子(ABf3,Cf3)は著 しく相違する｡まず第 3因子を見ると,A

+ B群 (ABf3)では,｢入級にあたって親や教師の裁量権 (意見)を尊重 し,普通学級

に受け入れたならば教師は適応援助に力を入れて責任をもつ｣という態度の強弱であって,｢

裁量 ･責任 ･適応援助｣の因子 (表 4) と命名 してお くが,教師の主体的引受けの姿勢の強弱をも

合意する｡ これに対 してC群の第 3因子 (Cf3)は "教師の主体的引受け'というニュア

ンスは含まれず,単に健常児一障害児間の関係における両者の感情的乱みに着 目する態度の強弱

であって,｢生徒間の感情的乱み｣の因子 (表 4) と命名 した｡次に第 2因子は全対象者のFl

(｢学習不適応 ･重荷性｣)に対応する因子であるが,A+B群では障害児に不快な感情が生

じることへの気遣いにウェイ トがおかれるのに対 して,C群の場合はそうした,いわば人間的配慮より



がかかる｡ 要するにA十 B群の統合教育への態度は,障害児に配慮 し引き受けようとすること

を巡って形成される一方で,C群では学力主義 ･管理運営中心主義を巡って形成されているの

である｡ 以上,因子構造の検討からも,講演および広義の ｢障害児体験｣の効果が抽出された｡

そのほか ｢9.現職研修の必要性｣ではB群が他の 2群に比べて必要性を強 く感 じ,｢8.教師

に重荷｣ではB群が他 2群よりも重荷性を感じない,というU型の平均値分布をえた｡この説

明は難 しいが,この 2項 目で同水準の平均値をもつA群とC群の間に質的差異があるのかも知

れない｡例えば ｢9.｣の場合,障害児や統合教育についても,『人間性』心理学についても殆

ど知識がないと思われるC群は実態を知らぬままに研修の必要性を低 く見積ってしまいがちな

のに対 して,それらの知識が比較的豊かになっているA郡の場合,技術知識の研修よりもむし

ろ人間観が重要と考えて研修必要性を低 く見積るといった質的差異である｡ 但 しこの説明の実

証的根拠はないので,仮説として提示するに留める｡

表4.統合教育への態度と ｢障害児体験｣,愛他性の関連性

6.｢障害児体験｣,疏

合教育への態度,愛

他性の関係構造

Kendall講演 以外 の

｢障害児体験｣ 8項 目

と統合教育-の態度,

愛他性との関係を,ま

ず相 関分析 に よって

探った (表 4)｡ うち

講演- の ｢参加 の有

無｣ ｢感銘度｣,生徒指

導 Ⅰ･Ⅲ- の ｢出席

度｣ ｢感銘度｣ は無相

関だったので表から省

いたが,講演参加と生

徒指導 Ⅰ･Ⅲへの接触

体験に,統合教育-の

態度をポジティブにす

る効果があることは既

述の通 りであり,意見

項 目の因子得点を目的

変数にし,｢障害児体

験｣変数を説明変数に

した重回帰分析からは

｢生徒指導 Ⅰ･Ⅲ-の

感銘度｣との関連 も浮

上することを指摘 して

おく｡

表 4の概観から次の

諸項を導きうる｡

項 目 等 講 義 身近に かかわ 】≡障害児-
愛他性受講歴 ≦ 障害者 り 度

の 関 心 得 点統合教 1.日立法の早期修得 rJ -120*-146

**-101.-136*2

.個別的授業計画を -126*3.一緒に教育すべ き19.プログラムによi)普通学級で21.統合教育が

理想 十101*+188**lコ±く=←＼＼の舷的な賛=d二.23.公立なら普通学級で5.交流機会の増大29.成人期の交流を促進7.健常児の受容力9.現職研修の必要性13.特殊教育

知識が必要 +138*-

094.】15.教師の態度の重要性二冒､25.適応援助の

必要性17.英才児 とで も統合可 +117* 苧㌔

27.うけいれたら責任を -113* -162**教柿学級 8.教師に重荷*14.仕事の負担増*24.しつけ訓練業務増大*20.授業時間が奪われる*18クラスの勉強を阻宝

* -166**巨 十094.il +178**+140*に

｢~t26.特活 .芸体授業を阻害12.健常児に不快 * +098. +101.負の 4.障

害児に不快 *6.障害児の依存性 * 十

128* +141*+111*+113*

10.障害児の低学力* -111*

障 16.低い対人的対抗力* -111* I害 22,学習進度不適応感* -175**

一日ノLJ戟 28.障害児の疎外感*32.仕事遂行力に難*30.軽度で も特殊学校

に* _151**』+104.戟Ejr71 ll.教師の裁量権31.親の裁量権 ～+

118*因千得点 坐体 F1:学習不適応 .重荷性F2:一般的理念的な

賛意 -157**l -166**A十 ABf1:一般的理念的な賛意ABf2:学習不適応 .重荷仕 +201* ∃r

+228*B ABf3:裁量.責任.適応援助

十 207* +190*C

cf1∴一般的理念的な賛意

-223** ⊇ 十178* 十160*-139.cf2:学習不適応 .重荷仕

+12



①障害関連の ｢講義受講歴｣ (障害児関連の大学の授業の受講 コマ数)は,項 目レベルに

限って言えば,全般に統合教育-の賛意を強めている｡ しかし項 目番号 ｢2,13,27,26,6,32｣

の 6項 目では,逆に受講歴が大なほど統合教育や障害児に対 して否定的になることも示されて

お り,次項 と併せ考えると,現行講義の組み立てや受講システムを改善する必要があるのかも

知れない｡

② ｢『人間性｣]心理学-の接触体験｣が少ないC群の第 1因子得点 (cfl:一般的理念的賛意.

因子得点が大なほど賛意が強 くなる) と ｢講義受講歴｣ とは負の関連をもつから,総括的に見

ると,受講歴は統合教育-のネガティブなイメージを育てている恐れすらある｡ しかも ｢学習

不適応 ･重荷性｣ 因子得点 (F l : ｢学習不適応 ･重荷性｣ を否定す るほ ど高得点｡

ABf2,Cf2: ｢学習不適応 ･重荷性｣ を肯定するほど高得点) と ｢講義受講歴｣の間でも,請

義受講歴が大なほど障害児に対するネガティブイメージが強 くなっている｡ 障害児関連講義に

関するこれらの結果は奇妙であるが,幾つかの解釈が可能である｡ 例えば,嘗て筆者が教育学

部学生に見出 した ｢教育実習体験のもつ教職志望冷却効果｣ (豊嶋 1983) と同様の現象と見

る解釈であって,障害児 とのかかわりが希薄な学生が,障害児関連の講義とその中に組まれた

実習 ･施設見学等によってリアリティショックを体験 した結果,統合教育 と障害児-のネガ

ティブイメージが 強まるという説明である｡ あるいは,そもそもネガティブなイメージを持っ

ていた学生が,障害児関連の講義受講を余儀なくされているためとの解釈 もあ りえよう｡

③ "身近に障害児 (者)がいることや,障害児とのかかわ りが多い者ほど,統合教育にポジ

ティブな態度をもちやすい日と予想 していたのだが,さほどの関連は見られなかった｡但 し

"入級を受け入れたならば教師は責任を持つべ きだ (｢27｣)" との意見や,｢裁量 ･責任 ･適応

援助｣ (ABf3)への賛意が強まりはする｡

④ ｢障害児 (教育)-の関心｣ との関連 も概ね弱いが,高関心ほど ｢裁量 ･責任 ･適応援

助｣ (ABf3:高得点ほどそれらを引 き受ける構えが強) を肯定 し,C群では,統合教育-の

｢一般的理念的賛意｣ (cfl)も強まるのである｡

⑤愛他性得点との関連は全般に強 く, しかも相関の方向性はすべて,愛他性が強いほど統合

教育や障害児にポジティブな態度になる方向である｡ そもそも愛他性を調べたのは,それが統

合教育-の態度や障害児イメージを規定すると仮説 したからであるが,この当初仮説は支持さ

れた｡｢重荷性｣に関する因子すら抽出された集団において,"自己犠牲を余 り含まない日常的

な愛他性"であっても,統合教育への態度に重要な機能を果たしうると示唆されたことは,意

義深いと考える｡ ｢障害児体験｣を操作するよりも愛他性 といったパーソナリティ要因の育成

が,統合教育推進の鍵になるのである｡

(釘愛他性得点との関連を,因子得点との相関に着目してまとめてお く｡ 全般に愛他性が強い

ほど統合教育-の一般的理念的賛意が強まる (F2)ほか,『人間性｣] 心理学への接触体験が

多い学生 (A+B群) は ｢裁量 ･責任 ･適応援助｣ を肯定 し引 き受 ける構 えが強 くな り

(ABf3),そうでない学生 (C群)においては一般的理念的賛意が強まる (Cfl)だけではなく,

健常児一障害児間の感情的乱みを重視 しない態度 (cf3:高得点ほど重視)も強まるのである｡

(∋愛他性 との相関が認められる意見項 目と,｢障害児体験｣で相関があった項 目とが殆 ど一

致 しない ｡ 愛他性 と ｢体験｣は異なる次元にあるのかも知れない｡"体験操作 よりも愛他性育

成を''という前々項 (⑤)の指摘は補強されると言えよう｡

紙幅の都合で数値は省略するが,因子得点を目的変数にした重回帰分析によれば ｢障害児関

連講義受講歴｣がやはりネガティブに機能 し,｢愛他性｣ ｢障害児 (教育)-の関心度｣がポジ
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テイブに関連すること,そして,相関分析では関連性が見出せなかった ｢『人間性』心理学講

義感銘度｣ もポジティブに関連することが知 られた｡加えて, 3節で明 らかになった通 り

Kendall講演が統合教育-の肯定的態度をもたらした事実を強調 して,本稿の総括 とする｡
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6. COLLABORATTVERESEARCⅡBETm ENTEE
tJSA(THEUm RSITYOFTENNESSEEATMART叩 AND

JAPAN(甘IROSAKItJNIVERSITY)
INIMPROVINGTHEEDUCATIONOFSTUDENTSWITHDISABILITIRS

Co-authors-Presente巡:
RobbieKenddl.Melton

Professor,neUmiversityofTennesseeatMartin(USA)
Km ko払ku

Professor,HimsakiUniversity(Japan)
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Donald,tkMoulin

AssociateProfessor,WesternKentuckyUmiversity
KiyokoMatsushita/FusajiAndo/AkihikoToyoshima

Professors:HirosakiUmiversity,Japan

Abstmct

Intemationally,thereisanimpendingneedtoassesstheeducadonofstudentswithdisab山ties.
An internationalresearchteamcomposedofprofessors丘omtheUSAandJapanConducteda
comparativestudyoftheeducadonalprogramsforstudentswithdisabilities,attitudesand
trainingofteachersandprincipals,andtheintegrationofthesestudentsintoregulareducationl
programs;commonlyknownasmainstreamngorinclusion.I

ResearchOverview

Together,TheUmiversityofTennesseeatMartin-SchoolofEducation(m )andHirosaki
University-SchoolofIkluca也oninJapan(HU)wasawardedathreeyearjointI℃SearChgrantin
1993bytheMinisbyofEducationofJapan･TheMimistryofEducationestablishedthefouowing
ducationalgoalS(1)toimproveprograms,facilitiesand,placementofstudentswithdisabilities
(reLbrredtoashandicappedinJapan)withintheschoolsinJapanand(2)toconductacomparison
studyofspecialeducadonprogramsandplacementofstudentswithdisabnitiesintheleast
restrictiveenvironment(corrm10nlyknownasmainstreami ngorinclusion).H止osakiUmiversity
wasselectedasthehostinstitutionforthecoordinadonofthesegoalS･Teむnmembersinclude
ProfessorKazukoKaku(team chairman)represen血gtheDepartmentofSchoouHealthScience
(HU),ProfessorKiyokoMatsushitarepresentingtheDepartmentofHealthandPhysical
Education(HU),ProfessorA山地 oToyoshimarepresentingtheDepartmentofPsychology
(HU),andProfessorFusajiAndorepresentingtheDppartmentofSpecialEducation(HU)･The
UnitedStatesofAmericawasidentifiedasthecountrytoconductthecomparisonstudydueto
theexemplary托deralandstatespecialeducationmandatessuchastheEducadonforall
HandicaDDedChildrenAct.PL.94-142andtheamepdment,hdividualswithDisabui也es
EducationActrⅡ)EA).PL.991457(servicesforinfants,toddlersandpreschoolerswith
disabihtiesordetemi nedtobe"at-risk",Am eriCanswithDisabilitiesAct,Secdon504,andother
num erous氏deralandstatelawsandpolicies.TheUmiversityofiennesseeatMark (Martin,
Tennessee)wasselectedastheintemationalhosthstitutiondueto(I)thefTormal"sister
u山versitiesofintemationalexchange"relationshipthatexistsbetweenHirosakiUmiversityand
UTMsince1980,(2)thenational(NCATE)andStateapprovedspccialeducationteacher
ducationpIPgram andcmi Culum,and(3)therecog山zedinnovativespecialeducationprograms
innorthwestTennessee.Team membersincludeDr.RobbieKendal1(team chairman)
represen血gtheCollegeofEducationandDepartmentofSpecialIklucation(UTM),Dr.Donald
F.DcMouh (researchdesignspecialist)representingthcDepartmentofEducational
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Admimistration(WKU),Dr･BarbaraGregory,representingtheDepartmentofSpecialEducation
(UTM),andDr.SharonWenz,representingtheDepartmentofHomeEconomics(UTM),

ResearchGoalsandObjectives

Themembersoftheresearchteamexpressedtheneedsandexpectationsforeachcountryin
theproposedproject･Frominidalcommunications,anou山neoftheresearchprojectwas
designedestablishingoperationparameters,goals,andobjectives.Itwasdetemi nedthatthe
researchpopulationfortheinitialcomparisonwouldconsistofminetyplusregulareducation
teachersfromtheHirosakiUmiversitymblicSystemar)dacomplimentarynumberofregular
educationteachersfromnorthwestTennessee.

TheagreedupongoalSandobjectivesoftheresearchare:

a･ tocomparetheeducationofchildrenwithdisabilitiesintermsofmandates,programs,
servjces,parentalinvolvement,curriculummodifications,assistiveteclmology,and
placementintheleastrestrictiveenvironment;

b･ tocomparetheteachertrainingprogramsforregularandspecialeducationteachers,I
supervisors,andprlnCIPals;

C･ tocomparetheknowledgeandtrainingOftheschoolofeducationfacultymembersatHU
●

andUTMregardingtheeducationofstudentswithdisabilities･,

d･ tocomparethepreparadonandtrainlngactivitiesfわrregulareducationteachersin
accommOdating,modifying,andinstructingstudentswithdisabilitiesintheleast
restrictiveenvironmFnt･(Notel･thisstudywillexaminethosestudentswithdisabilities
whoa陀abletorecelVeSOmePOrtionoftheireducationalprogram intheregular
educationclassroom)',

e･ toconductan attitudinalstudyofJapaneseandAm eriCanSpecialandregulareducadon
teachersregardingtheintegrationofstudentswithdisabilitiesintheregulareducation;

f. toconductan assessmentoftheknowledgeandskillsofeducatingstudentswith
disabilitiesbyJapaneseandAm ericanregulareducationteachers;

g. toconductanefficacystudyofJapaneseandAm eriCanregulareducationteachersto
detemi netheirlevelofperformanceintheclassroomandtheirwillingTleSStOaccept
cbil血enwi也disabilities;

h. toconductanassessmentofuniversityteachereducationstudentsatUTM andHirosaki
regardingtheirattitudes,knowledgeandskillsforteachingstudentswithdisabilitiesand
theirlevelofefficacytopredicttheirlevelofaccommodatingstudentswithdisabilities;

i. toconductan assessmentofparentalattitudesatselectedsitesinTennesseeandnil.0Saki
regardingtheintegrationofstudentswithdisabilitiesintheregulareducation;

j･ toconductanassessmentoftheat山udesofregulareducationJapanesestudentsinupper
elementary,)uniorhigh,andseniorhigh schoolregardingtheintegrationofstudentswith
disabilitiesintheregulareducationclassroom',

toconductan assessmentofattitudesofphysicalandhealthimpairedJapanesestudents
withnormalintelligenceinsegregatedupperelementary,Jumiorhigh.andhigh school

●

regardingplacementinregulareducationclassroomsversussegregatedfacuities;
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1.

m.

n.

0.

toconductacomparisonstudyofearlyinterventionservicesforchildrenfrombirthto
schoolagewithdisabilities;

toconductacomparisonstudyofthephysicaleducationservicesforstudentswith
disabilities;

toconductacomparisonstudyofthesecondarytransitionalservices(Careers,col)ege
opportunities,etc･)forstudentswithdisabilitiesthathavecompletedtheircompu)sory
educationprograms;

toconductacomparisonstudyoftheroleoftheschoolnurseinprovidingservicesto
studentswithdisabilitiesandgeneraleducationstudents.

FindingsofPh鮎eOneofComparatiyeResearch

Fizldings丘･omphaseoneofthecomparativeresearch(1992-93)invo】vedon-sitevisitadons
andobservationsofspecialeducationprogramsintheUSA(Martin,Tennessee)andinJapan
(Hirosaki,J叩an).Inaddition,numerousinterviewswithstudents,teachers,school
administrators,andumiversityfacultymemberswereconductedregardingthepreparation,
training,andeducationofstudentswithdisabilitiesandteachertmiming.

Theresearchersconductingphaseone(Kaku.Kendall,DeMoulin,Matsushita)notedthe
followlngCOmParisons:

a.TheeducationalfacilitiesinJapanwerenotasaccessibleforstudentswithdisabilities
仲arrier一缶ec)comparedtothefacilitiesintheUSA･Notehoweverthatthereisafederal
mandateintheUSAthatal1托deralandpublicbuildingsmustbebarrier-freeandaccessible
tothosewithdisabilities;

b.fromthelimitedobservations,studentswithdisabilitiesinJapanreceivedmoresensoryand
hands-oninstructionscompa托dtothestudentsobservedintheUSA;

C.fromthelimitedobservationsandvisitations,morestudentswithdisabilitiesfromtheUSA
areplacedinregulareducationalschools-facilitiesandintegratedwithnondisabledstudents
comparedtostudentswithdisabilitiesinJapan.Inaddition,moreofthedisabledstudentsin
Japan wereplacedmoreofteninsegregatedfacilitycomparedtothestudentsintheUSA･
However,itmustbereemphasizedthattherearefederallaws(PL.94-142-IDEA.Secdon
504.An妃riCanSWithDisd)ilitiesAct.etc･)thatenforcetherightsforequalopportumitiesarAd
bamier-freebuildingsforthosewithdisabilities;

d･itwasnotedthatmostundergraduateteachertrainingInstitutionsintheUSArequired●
studentstocompleteatleastonecourseaddressingSPeCialeducation/studentswith
disabilitiescomparedtothoseinJapan;

e･itwasgeneralagreementfrombothcountriesthatthereisavitalneedforrequiredinservice
traimingforteacherstogainknowledgeandskiusforworkingwithStudentswithdisal)ilities;

f.itwashighlightedthateducatorsfrombothcountriesagreedthatpnncipalSand
adminisb.atorsmusttakealeadershiproleinplannlngandimplementingprogram sfor
studentswithdisab山tiesandassistingthestaffinworkingwiththestudents;

g.itwasdocumentedthattherearemore托deraleffortsandlawsintheUSAregardingthe
educationofstudentswithdisabilitiescomparedtoJapan.flowever,itwasnotedthat
mandatescan notchangetheattitudesofte a c he rs;
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h･itwasnotedthatinJapanthepnncipalsandadmimiStratorsplayedamajorroleindetemi nlng
theidentificationandplacementofstudentswithdisabilities,andtheparentsinJapar)didnot
haveamajorroleorrights,?omparedtotheUSAwherepa陀ntalinvolvementisamandated
componentoftheidentificat10nandplacementofstudentswithdisabilities;

i.itwasobservedthattherearedifferencesintheidentificationandclassificationofstudents
withdisabilities.IntheUSA,therea陀labelssuchasleamlngdisabilitiesandattentiondeficit
disordersthathavenotbeenfullyaddressedinJapan;

J.itwasdocum entedthatthereisaneedinbothcountriestoincreasetheknowledgeandskills
ofthePniversityfacultymembersresponsibleforteachertraimingintheareasoffteaching
strategleS,materials,andmodificationsforeducatingstudentswithdisabilities;and

k･finally,itwasobservedthatthereisaslgnificantdifferenceintheintegrationofstudentswith
disabilitiesinregulareducationalprograms.IntheUSA,thereisafederalmandatethat
requirestheplacementofstudentswithdisabilitiesintheleastrestrictiveenvironment(thisis
comm onlyreferredtoasmainstrearrungandinclusionwherestudentswithdisabilitiesare
integrated,academicallyand/orsociallywithnondisabledstudents).Thestudentswith
disabilitiesinUSAhadmoreopportumitiestointeractwithnondisabledstudents.

PhaseTwoofJointReseardler:

Drs.DeMoulinandKendalldesignedandadministeredthreesurveystoregul打and
specialeducationteachersfromJapan(HU)andtheUSA(UTM)regarding･'

a.teachers'attitudesregardingstudentswithdisabilities,

b.teachers'attitudesregardingtheintegratlOnOfstudentswithdisabilitieswithnondisabled
students,

C･teachers'knowledgeandskillsregardingworkingandteachingstudentswithdisabilities,and
■

d.teachers'efficacyconcemlngtheirsupportandwillingnesstoworkandteachstudentswith
disabilities,

Note:thedatahasbeensubmittedandtheresultsoftheaboveresearchwillbefinalizedSpringof
1995̀

PhasesThreeandFour･.

Note:phasesthreeandfourwillbeconductedandconcludedduringthe95-96term.

ConclusioA

Besidesimprovlngintemationalrelationshipsbetweenthetwocountries,andassistlng
othernationsineducatingstudentswithdisabilities,theeducationalbenefitsofthisjointresearch
will:

1･improveprogram Sandservicesforstudentswithdisabilities;

2･improveteachertrainlngProgram sforspecialeducationstudentsinbothcountries;
l
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3･providerecommendationsforenhanclnglnSerVicetrainlngOfreguJareducationteachersill
accommodatingstudentswithdisabilitiesinregulareducation;

4･enhancethemethodsofteaching,materialsmodifications,assistivetechnology,andadaptive
physicaleducationfb∫studentswithdisabilities;

5･pl'OViderecomlT)endationsforenhanclnglnServicetrainingOfadministratorsforplaJlnlng,
directlngandevaluatingstudentswithdisabilitiesinaregulareducationalenvironment;and

6.assistindesigmngappropriatecurricularcontentforteachercertificationinhighereducation
program SconcemlngthebestavenueforeJducatingchildrenwithdisabilities･

Conclusion

Thereisanimpendingneedtounderstandtherealityofeducatingchildrenwithdisabilities
allol′ertheworld.Eventhough theUnitedStateshasbeenafrontrunnerinthisareaby
implementingfederalmandatestoprovidefreeandappropnateeducationforchildrenwith
disabilitiessince1975,thisdoesnotautomaticallysignifygreatchangesinattitudes,skil]S,and
preparationofregulareducationteachersandadministrators,parents,andstudents･Itis
extre･melyimportantthatteachersandadministratorsreceiveappropnateinse,rviceprogramsand
thatparentsandstudentsre･ceiveaccurateinformationtoallowfortheproperattitudetowardthe
educationaladvaJICementOfstudentswithdisabilities･TheresultsofthisJOintresearchproject
willexpandtheinternationalconcemandawarenessforeduca血gchudrenwithdisabilitjes.Tt
willalsopromoteslgmificantdialoguebetweenthetwocountriesallowlngforafree-flowof
infbmation.

※ 本論文は,第12回高等教育改革国際会議 (1994年12月6日,オース トラリア,メルボルン

市)での発表をもとにしたものである｡
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7.障害児教育に関する日米の相違についての一考察
-テネシー州の視察から-

加 来 和 子

はじめに

アメリカの特殊教育には障害児 (DisabledChildren)と英才児 (GiftedChildren)の教育があ

るが,そのうちの障害児教育について,法律,統計,対象となる障害,就学指導委員会及び診

断専門家の構成の日米相違について表にまとめ,考察を行った｡

1.法律

アメリカの特殊教育の発展は1950年代後半一60年代前半の人種差別撤廃及び公民権回復運動

の延長上にある｡ 障害者 も ｢その他の少数派(theotherminority)｣ と考えられるようになった｡

すべての国民のための教育は,表 1に示 した1965年の初等中等教育法(ElementaryandSecon-

daryEducationAct,P.L.89-750),1975年の全障害児教育法 (TheEducationfoI･AllHandicaP-

PedChildrenAct,P.L.94-142)などによって具体化されてきた｡この全障害児教育法は,今日

のアメリカの特殊教育の根幹をなす立法とされている｡ その主要な構成要素は次の 5つである｡

①無償で適切な公教育への権利,②差別のない評価,③手順に従った正当な訴訟手続き,④最

も制約の少か ､措置,⑤個別教育プログラム (IEP)1)｡

この実現のために,教育委員会のスタッフに弁護士が含まれてお り,テネシー州でも年間の

訴え 300件のうち,50数件の訴訟があるという｡ 州では1972年から様々な法律上の保護条項

"safeguard"のために弁護士 (Attorney)がいたが,1990年の (改正)障害児教育法 (IDEA)の

法案成立後から,連邦政府の資金で 7区域に25人の弁護士が勤務 しているということである｡

Tablel LegalComparisonl)

JAPAN I TheUSA

1947 TheFundamentalLawOfEducation

TheSchoolEducat10nLaw

ChildWelfareLaw

1948 (amendmentJ

Startingofcompulsoryeducationfor

blindanddeafchildren

1965 MaternalandChildHealthLaw

1970 TheLawConcerningBasicPoliciesforthe

EmotionallyandPhvsicallvHandicapped

1979 (amendment)

Startingofcompulsoryeducationfor

mentallyretarded,physicallyhandicapped

andhealth/p恒,sicallyweak

1993 (amendment)

Startingofparttimeregularclass

particlpationfordisabledchildren

1993 TheFundamentalLawforlndiヽ,idualsWith

Disabilities(amendmentof1970'sLaw)

1965 ElementaITandSecondaryEducationAct

(p.L.89-750)

1968 ArchitecturalBarrieI･Act(P.L.90-480)

1973 RehabilitationAct(Section504)

1975 TheEducation forAllHandicapped Children Act

(p.L.94-142)

1986 TheEducationoftheHandicappedActamendment

(p.L.99-457) ☆expandser､･icestopre-schoolers
1990 Indil,idualswithDisabilitiesEducationAct

(IDEA,P.L.10ト476-･AmendmenttoP.L.94-142)

☆Changedthenanlefromhandicappedto

lndiVidualswithdisabilities

☆ser＼-icesforinfant,toddlersandpreschoolers

Withdisabilitiesordeterminedtobe "at-risk"

☆topl･0ヽ-i°etransitionser＼-ices恒,agesixteen

1990 AmericanswithDisabilitiesAct(ADA)
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その1990年の (改正)障害児教育法 (IDEA,P.L.101-476)では,障害者の呼称が,"hand-

icappedから Hindividualswithdisabilities"に変更になった｡そ して同年,1964年の公民権法

以後最 も包括的な反差別法である "障害をもつアメリカ人法 (AmericanswithDisabilitiesAct

of1990)" の成立をみたのである｡

日本では,1947年の教育基本法,学校教育法の成立によって,すべての子どもが教育を受け

る機会が規定され,特殊教育についても規定された｡ しかし,盲学校,聾学校の就学義務,諺

置義務は1948年から施行されたが,養護学校については1979年度から施行されたため,すべて

の障害児が教育の対象になったのは1979年からである｡ 日本の障害児の教育権保障運動の全国

的な高まりが1960年代後半にあった｡1993年に ｢通級による指導｣が開始され,障害者基本法

ができて,アメリカの全障害児教育法 (p.L.94-142,1975年)より18年遅れて法律上の枠組み

は整ったことになる｡ しかし,対象年齢,保障内容などにおいて日本で解決すべ き課題は多い｡

2.障害児教育の対象

表22)3)4)に示 したように,日本では義務教育年齢の子 どもたちの0.88% (170,659人,1993

午)が特殊教育の対象であるが,アメリカでは3-21歳の同年齢の人仁]に対 して 6.7%が障害

児教育を受けている｡この割合の違いは大 きいが,1990年の特殊教育を受けている学齢児の比

率を,措置別にアメリカと日本の順 に示す と,｢盲,聾,養護学校｣ 0.4%,0.37%,｢特殊学

級｣ 2.3%,0.53%, ｢通級学級｣ 4.0%,0.08%,｢通常 の学級｣ 2.5%,-,｢合計｣ 9.2%,

0.98%,である5)｡ アメリカは盲,壁,養護学校,特殊学級で教育を受けている子どもの比率

が2.7%と,日本の0.9%の 3倍ほど存在する｡ しかし全体にアメリカが日本に比べて対象人数

が多い背景には,通級や通常の学級などのメインス トリーミングを受けている割合に大 きな差

がみられることによる｡ この点で日本では特殊学級の充実と共に今後の課題であると考えられ

る｡

Table2 AStatisticalComparisononObjectofSpecialEducation2)3)4)

JAPAN theUSA

＼umberofChildren

Year

Ratio

170.659

(6-18),earsold)

1993

0.88%

(tocompulsoryeducation

population,6-15yearsold)

4,587,370

(3121yearsold)

6.7%

(tosameagepopulation.

3-21),earold)
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3.障害の種類

表 36)に示 した障害の種類では,アメリカの LeaI･ningDisability(学習障害),及び※印の

1990年から対象 となったAutism (自閉症),Tl-aumaticBl･ainInjury(外傷性脳損傷),※※印

の1992年から対象のAttentionDeficitDisorders(注意欠陥障害)が日本では分類 されていない｡

学習障害については現在文部省で論議されているところである7)｡

Table3 KindsofDisabilitiesinSpecialEducation6

JAPA＼ TheUSA

BlindandPaI･tiallySighted

DeafandHardofHeal･lng

MentalRetardation

Ph､'sicallmpalrment

HealthlmpalrmentandPhヽ･sicalWeakness

SpeechandLanguagelmpalrmentS

EmotlOnalDisturbance

(Autismisincluded)

VisualImpalrment

Hearinglmpalrment

MentalRetardation

Phl,sICallmpalrment

SpeechandLanguagelmpairments

EmotionalDisturbance

LearningDisabil恒･(IQ<85)

※ Autism (1990-)

※ TraumaticBrainInjury(I, )

※※ AttentionDeficitDisoI･ders(ADD)(1992-)

4.就学指導

表4には就学指導委員会の構成の比較を,また表 5には審査の専門部会の構成の比較を示 し

た｡表 4からわかるように就学指導委員会の中に,日本では※印で示 した構成員の中の "現在

のその子 どもの教師等""子どもの両親か保護者""必要なら18才以上の子ども自身"等が含ま

れていない｡

日本の就学指導委員会の構成は,文部省初等中等教育局長通達 (1978,昭和53年)によると,

医師,児童福祉施設職員 (児童相談所所長を含む),教育職員,とされているが,この構成員

は,県及び市町村によっても異なる｡

表 4には,青森県 (弘前市を含む)とテネシー州について示 した｡

テネシー州ではMチーム (多専門分野チーム)と呼ばれる委員会の中に両親や保護者との面

談などが手続 きとして入っている｡ 日本でも就学相談の在 り方として,保護者の理解を得たり,

意向を尊重する方針が留意事項に記 されているが,構成員としての明記はなされていない｡こ

の点での位置付け方に差がみられる8)9)｡また表 5に示 したように発達診断の専門家としてアメ

リカでは,視機能測定士,聴力測完士,学校心理士,作業療法士,理学療法士,言語療法士な

どの層の厚い専門家を依頼 してお り,多様な診断によって,軽度の障害の発見にも力を入れて

いることが伺える｡
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Table4 AComparisonofCompositionofAdvisoryCommittieMembersonSpecialEducation

～MuJtidiscipLinaryTeam (MITeam)8)9)

JAPA＼ (AomoriPrefecture;) theUSA (Tennessee)

1.Princlpals

2.Administrati1-edesigneeofthepublicagencI'

-sectionofsocialwelfare,curl-iculum.

adulteducation.Ad＼･isory,health&physical

education

3.Dir.ectorofEducationCenter.Childr.en'sConsultation

Center&Children'sSocialWelfareFaci一ities

4.Teachersofspecialeducationschools -Blind,Deaf.
MentalRetarded,Ph､,sicallmpail-ment.Health

lmpalrment&PhysicalWeakness

5.Pst,chologlSt

6.Doctors -Ophthalmologist,OtorhinolaryngologisL

Ps),chiatrist,PediatrlCian.PlasticSurgeon

7.ProfessorofPedagogy

1.APl-inc叩aloI･

Administratil'edeslgneeOftheptlblicagenc)

※2.Atleastoneofthechild'scurrentteacher･S,

orotherspecialistqualifledtoteach

i 3.Oneorbothofthechild.sparentsorguardian

※ 4.Thechild,､､,henappropriate(0､-er18),eaI･SOld)

5.Anassessmentspecialist,OrapersonWhois

knoW1edgeableaboutthee1-aluationprocedtlreS ,

thee1,aluatlOnresults,&thechild

6.OtherpeI･SOnSatthediscretionoftheparents

orschoolsystem

7.AdditionalmembeI･SaSneCeSSaIT

※ Memberswhoal-enotincludedinJapan

Table5 AComparisonofAssessmentSpecialistintheSpecialEducationCommittee8)9)

JAPAN (Aomol･iPrefecture) theUSA (Tennessee)

DoctoI･S

(Pedlatrician,andothers)

PublicHealthNurse

Pst,ChologicalExaminer

Supervisor

Teachersofspecialeducation

schools&classes

Ophtalmologist

※Optnletrist

※AudiologlSt

h'eurologlSt

Neurops_vchologlSt

Ps＼,chiatrlSt

Psヽ,chologist

PsヽTChologlCalExaminer

※ SchooIP sl,Chologist

(Graduatestudentin Psy cholog),メ

※ OcctlpationalTherapist

※ Phl-SicalTheraplSt

※Speech/′Languages p ecialist

※SpecialistSWhoarenotincludedinJapan
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おわりに

以上,本報告では表にできる項 目について検討を行った｡各項 目の詳細については,今後の

論文及び最終報告書等で報告される予定である｡

尚,本論文は,第12回高等教育改革国際会議 (1994年12月 6日,オース トラリア,メルボル

ン市)での発表 (表 1-5は配布資料)をもとにしたものである｡

引用及び参考文献
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8.次年度 (3年目)への展望

豊嶋 秋彦

次年度はこの研究プロジェクトの最終年度であ り,弘前大学,UTM双方の研究者の相互訪

問からえられた資料 ･知見を総合することが我々の主課題 となるが,意識調査データの解析 も

進められ,さらに,平成 8年度以降にも及ぶであろう研究成果逐次発表の計画も立てられる｡

研究メンバー各自は,以下の交流一研究課題を遂行する予定である｡

交流面においては, 5月上旬,UTMか ら2名 (BarbaraA.Gregory,SharonL.Wenz)が

訪 日し,教育学部附属養護学校 ･弘前聾学校ほかを訪問 して青森県の障害児教育の実態を観察

調査するとともに,比較のために東京都心身障害者福祉センターを訪問 し,東京都における障

害者福祉の実践,行政に関する資料収集を行 う｡その際,Gregoryの専攻領域である ｢障害児

の学校期か ら職業期-の移行 (transition)｣ 研究の資料収集のために,養護学校における職業

スキル社会化 (occupacionalsocialization)の実態 と養護学校卒業生の職業適応状況を視察す

る日程 も組まれるであろう｡ ここでえられるデータは,二氏がこれまでUTMおよびテネシー

州において実践的指導を展開 してきた,｢障害児の早期療育｣ ｢学習遅滞｣ ｢職業 ･上級学校-

の移行｣ といった観点から分析されていく｡ かかる視察 ･資料収集と並行 して,二氏の在弘中

に研究結果の統括のための研究会議が開催される｡

研究面では,テネシー州特殊教育学会,第13回国際高等教育改革学会 (於ポル トガル)で口

頭発表 され, さらに "JournalofCouncilforEducation""JournalofAmericanAssociationof

TeacherEducationH"JournalofNationalSpecialEducationProceedingMの三誌に論文掲載予定

である｡ このほかわが国の関連学会や研究誌での発表も予完されている｡

次に弘前大学 メンバーの個別的な研究課題 としては,豊嶋は ｢健常者 (児),教師の人間観

と障害児イメージ,統合教育-の態度｣に関する調査データを増や しながら解析を続ける一方

で, Kenda11らが既に収集 している ｢教師調査｣データとの比較検討 も行ってい く｡ 安藤は,

本年度のアメリカ訪問でえた資料をも総合 し,日米両国の早期療育 と統合教育の制度,実態に

関する教育学的比較考察を深めてい くであろう｡ 松下は,測定機具の高騰,アメリカの障害児

を対象に測定を行 う際の教示困難性等のゆえに,昨年度計画 した ｢障害児の体育科学的な測

定｣が実施困難 となった｡そのために,今年度,｢体育の統合学習指導の研究｣に課題を変更

していたが,次年度 も引続 きこの課題に取 り組み,｢統合教育 と軽度障害児の自由遊びに関す

る遊具の日米比較｣に焦点を絞った分析を展開 してい く予定である｡

他方UTMメンバーは Kendallを中心 として ｢日本教員に対する意識調査データ｣を使った

分析 を押 し進め上記の発表を行 うほか,昨年のメンバーであったDeMoulin氏を中心に,自己

効力 と統合教育-の態度 ･スキル観 との間の関係分析 も遂行されよう｡

最後に如来は,これまで日米両国で行った ｢統合教育実施校における保健 ･安全に関する調

査｣のデータを整理 して考察を進めるとともに,研究全体の総括を試みることになる｡

しか しもちろん次年度になされる総括は,この研究プロジェク トの中間総括に留まるであろ

う｡ というのは, 3年間の科研費補助期間中にえられる資料 と数値をもとに多様な観点からの

分析が可能だし,さらに次年度の精査によって新課題が発見されることが充分に期待できるか

らである｡ それらを組み込んだ "真の"総括に達するには,場合によっては新研究プロジェク

トの構築す ら必要かも知れない｡
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